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令和７年度 小値賀町渡船事業特別会計補正予算（第１号） 
 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

令和７年度 小値賀町渡船事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 

        令和７年度小値賀町の渡船事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。  

 

       （歳入歳出予算の補正）  

      第１条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７８５千円を追加し、歳入歳出予算の 

       総額を歳入歳出それぞれ８４，５８５千円とする。  

      ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、  

       「第１表 歳入歳出予算補正」による。  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

                        令和８年 １月２７日  提 出  

 

                                      小値賀町長 西 村  久 之 

 

 

 
－ 1 －  



－ 2 －

第 １ 表  歳  入  歳  出　予  算  補  正

歳　入 単位：千円

款 項 補正前の額 補正額 計

  4. 繰入金 36,098 △1,553 34,545

  1. 一般会計繰入金 36,098 △1,553 34,545

  5. 繰越金 1,000 2,338 3,338

  1. 繰越金 1,000 2,338 3,338

歳               入               合               計 83,800 785 84,585



歳　出 単位：千円

款 項 補正前の額 補正額 計

  1. 渡船事業費 73,244 785 74,029

  1. 渡船管理費 72,244 785 73,029

歳               出               合               計 83,800 785 84,585

－ 3 －
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令和７年度 小値賀町渡船事業特別会計補正予算（第１号） 
 

説 明 書 
 

 

 

 

 

 



 



歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

１  総　括
（歳　入） 単位：千円

款 補正前の額 補正額 計

  4. 繰入金 36,098 △1,553 34,545

  5. 繰越金 1,000 2,338 3,338

      歳          入          合          計 83,800 785 84,585

－ 5 －
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（歳　出） 単位：千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補正前の額 補正額 計 特 　　   定 　    財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

  1. 渡船事業費 73,244 785 74,029 0 0 0 785

 歳     出     合     計 83,800 785 84,585 0 0 0 785

一 般 財 源



２　　歳　入

（款） 4 繰入金  （項） 1 一般会計繰入金 単位：千円

節

区　　分 金　　額

1. 一般会計繰入金 36,098 △1,553 34,545 1. 一般会計繰入金 △1,553

　　 　　計 36,098 △1,553 34,545

（款） 5 繰越金  （項） 1 繰越金

1. 繰越金 1,000 2,338 3,338 1. 前年度繰越金 2,338

　　 　　計 1,000 2,338 3,338

－ 7 －

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明
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３　　歳　出

（款） 1 渡船事業費  （項） 1 渡船管理費 単位：千円

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額

1. 渡船総務費 21,832 △585 21,247 0 0 0 △585 1. 報　　　酬 142 渡船事務会計年度任用職員報酬                    

2. 給　　　料 △107 職員給（１名）                                  

3. 職員手当等 △647 扶養手当                                   △144

管理職手当                                 △300

期末手当                                    △53

勤勉手当                                    △29

通勤手当                                      24

児童手当                                   △120

退職手当組合負担金                          △25

4. 共　済　費 27 共済組合負担金                              △37

渡船事務会計年度任用職員社会保険料            64

2. はまゆう運航 31,946 801 32,747 0 0 0 801 1. 報　　　酬 157 船員会計年度任用職員報酬                        

費 2. 給　　　料 259 職員給（２名）                                  

3. 職員手当等 295 扶養手当                                    △24

期末手当                                     213

勤勉手当                                      91

退職手当組合負担金                            15

4. 共　済　費 90 共済組合負担金                              △25

船員会計年度任用職員社会保険料                45

再任用雇用保険料                              70

3. さいかい運航 18,266 569 18,835 0 0 0 569 1. 報　　　酬 256 船員会計年度任用職員報酬                        

費 2. 給　　　料 140 職員給（１名）                                  

節

一般財源



（款） 1 渡船事業費  （項） 1 渡船管理費 単位：千円

3. 職員手当等 165 期末手当                                      76

勤勉手当                                      67

時間外手当                                    10

退職手当組合負担金                            12

4. 共　済　費 8 共済組合負担金                              △42

船員会計年度任用職員社会保険料                50

　　計 72,244 785 73,029 0 0 0 785

－ 9 －
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１　 一　般　職

　　（１）　総　　　括

報　　　酬 給　　　料 職員手当 計

4   0   15,050  8,855  23,905  4,580  28,485  

4   0   14,758  9,202  23,960  4,614  28,574  

0   0   292  △ 347  △ 55  △ 34  △ 89  

区　　　 分 扶養手当 管理職手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 特勤手当

補　正　後 564  0  72  650  3,282  2,531  0  

補　正　前 732  300  48  640  3,131  2,477  0  

比 　　　較 △ 168  △ 300  24  10  151   54  0  

区　　　 分 宿日直手当 住居手当 児童手当 退職手当負担金 計

補　正　後 0  0  120  1,636  8,855  

補　正　前 0  0  240  1,634  9,202  

比 　　　較 0  0  △ 120  2  △ 347  

補　　正　　後

職　員　数

の 内 訳
職 員 手 当

補　　正　　前

比　　　　　 較

（人）

給　　　　　与　　　　　費
共 済 費 合　　計 備　　　考

給　　与　　費　　明　　細　　書

区　　　　分

（単位：千円）



給与改定に
伴う増減分

普通昇給に
伴う増加分

昇給期間短縮
に伴う増加分

そ の 他 の
増   減   分

制度改正に
伴う増減分

そ の 他 の
増   減   分

132千円

勤勉手当 118千円

退職手当 2千円

備　　　　　　考

　　（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区　　　　　分
増　減　額

（千円）

増 減 事 由 別 内 訳

（千円）
説　　　　　　　　　　　明

給　料 518千円

職 員 手 当 △ 347  

292  

518

△ 226

252

△ 599

給　　　　　料

異動

異動 △ 599千円

△ 226千円

期末手当
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ア

イ

（３）給料及び職員手当の状況

職員一人当り給与

平　均　年　齢(歳） 44歳9月 59歳8月

区 分 行政職（一） 海事職（一）

平均給与月額（円） 366,800 334,822

平均給料月額（円） 340,300 304,600

令和７年４月１日現在

平均給料月額（円） 349,200 293,500

令和８年１月１日現在

平均給与月額（円） 420,700 306,333

平　均　年　齢(歳） 44歳3月 58歳11月

初 任 給

区　分
行政職（一） 海事職（一）

高校卒 200,300 253,600

国　　　の　　　制　　　度

(円） (円） 行政職(一)(円) 海事職(二)(円)

大学卒 232,000 232,000

200,300 246,900



ウ　級別職員数

職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比 職員数 構成比
（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

1級 1級

2級 2級

3級 1 100.0 3級 3 100.0 

4級 4級

5級

6級

計 1 100.0 計 3 100.0 計 計

1級 1級

2級 2級

3級 3級 3 100.0 

4級 1 100.0 4級

5級

6級

計 1 100.0 計 3 100.0 計 計

海事職（一）

令和 ７ 年 ４ 月 １ 日現在

令和 ８ 年 １ 月 １ 日現在

区　　　　　　　　　　分
級 級 級級

行政職（一）
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区 分 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級

主事補・技師補・教諭 主事・技師・保育士 係長・主任・主査の 班長・こども園長・ 課長・こども園長・ 課長・こども園長・

（初級係員）の職務 ・教諭（上級職員） 職務 議会事務局長・農業 議会事務局長・農業 議会事務局長・農業

主事・技師・保育士 の職務 委員会事務局長・教 委員会事務局長・教 委員会事務局長・教

・教諭（中級職員） 育次長・診療所事務 育次長・診療所事務 育次長・診療所事務

の職務 長・空港管理事務所 長・空港管理事務所 長・空港管理事務所

長・理事・会計管理 長・理事・会計管理 長・会計管理者・福

者・福祉事務所長の 者・福祉事務所長の 祉事務所長の職務

職務 職務

栄養士・医療技術員 獣医師・薬剤師の職 係長の職務 困難な業務を行う係 相当困難な業務を行 獣医師の主幹 獣医師の所長

の職務 務 主任の職務 長の職務 う薬局長、班長の職

困難な業務を行う栄 高度の知識又は経験に 薬局長、班長の職務 務、高度の知識又は

養士・医療技術員の 基づき困難な業務を行 獣医師の係長 経験に基づき困難な

職務 う獣医師の職務 業務を行う獣医師の

係長

准看護師（初級係員） 保健師・看護師の職 困難な業務を処理す 係長の職務 保健師長、看護師長

の職務 務 る保健師、看護師の 副保健師長、副看護 の職務

准看護師（中級係員） 職務 師長、主任の職務

の職務 准看護師（上級係員）

の職務

船舶の乗組員の職務 船長の職務 困難な業務を処理す 相当困難な業務を処

相当の技能又は経験 る船長の職務 理する船長の職務

を有する船舶の乗組

員の職務

（級別の標準的な職務内容）

行政職

医療職（一）

医療職（二）

海事職



行政職（一） 海事職（一）

（Ａ）（人） 4 1 3

（Ｂ）（人）

（％）

（人）

（Ａ）（人） 4 1 3

（Ｂ）（人）

（％）

（人）

（人）

昇給期間の短縮
６月 （人）

（人）
補
　
　
正
　
　
前

 職　　　　員　　　　数　　

昇給期間短縮に係る職員数

　比　　　　　率　　(Ｂ)／（Ａ）

特 別 昇 給 に 係 る 職 員 数

３月

月 数 別 内 訳
12月

区　　　　　　　　　　分
代 表 的 な 職 種

補
　
　
正
　
　
後

 職　　　　員　　　　数　　

昇給期間短縮に係る職員数

エ　昇給期間短縮

特 別 昇 給 に 係 る 職 員 数

12月 （人）

３月 （人）

　比　　　　　率　　(Ｂ)／（Ａ）

月 数 別 内 訳
（人）６月

昇給期間の短縮

合　　　　　　　計

-　15　-



-　16　-

※（　）は再任用職員の支給率

支給率等

国の制度
 (支給率等）

２４．５８６８７５

（２．４００）
４．６００

４７．７０９

４７．７０９

４７．７０９３３．２７０７５

勧奨退職に係る
特　別　昇　給

備　　　考

補 正 後

２４．５８６８７５

補 正 前

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

国　の　制　度
（１．２００）
２．３００

３３．２７０７５ ４７．７０９

（月　分）
最　高　限　度

（２．４５０）
４．６５０

（２．４５０）
４．６５０

備　　　　　　　考

（１．２５０）
２．３５０

（１．２５０）
２．３５０

１２月（月分）

オ　期末手当・勤勉手当

２０年勤続の者
（月　分）

２５年勤続の者
（月　分）

（１．２００）
２．３００

（１．２００）
２．３００

（１．２００）
２．３００

６月（月分）

区　　　　　分
３５年勤続の者

（月　分）

区　　　　　分
（月　分）

支給期別支給率
支　給　率　計

そ の 他 の
加 算 措 置 等



代 表 的 な 職 種

行政職（一）

0

代表的な特殊勤務手当の名称

差 異 の 内 容

国 と 同 じ

国 と 同 じ通　勤　手　当

住　居　手　当

扶　養　手　当

国 の 制 度 と の 異 同

国 と 同 じ

支給対象職員の比率（％）
（令和７年３月１日現在）

区　　　　　分

ク　その他の手当

キ　特殊勤務手当

0　　　 0　　　 0

海事職（一）

給料総額に対する比率（％）

0　　　 0　　　

区　　　　　分 全　職　種
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